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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月25日(2016.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の操作部材上に設けられる複数のキー領域の各々に対する操作入力を、当該キ
ー領域と、当該キー領域の各々に対応して設けられる容量素子と、の距離の変化に応じた
前記容量素子の容量変化量として検出する容量変化検出部と、
　検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前記キー領域に対
する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるかどうかを判定す
る入力状態判定部と、
　を備え、
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量の微分値に基づいて前記ＯＮ状態の終了を判定
する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量の微分値が、前記キー領域が前記容量素子から
遠ざかることを示す符号を有する第１のしきい値以下である場合又は前記第１のしきい値
よりも小さい場合に、前記ＯＮ状態の終了を判定する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記入力状態判定部は、前記ＯＮ状態の終了が判定されたキー領域の入力状態を、前記
ＯＮ状態の終了が判定された後、前記容量変化量が第２のしきい値以下になるまで又は前
記第２のしきい値よりも小さくなるまでの間は、再び前記ＯＮ状態とは判定しない、
　請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量が第３のしきい値以上である場合又は前記第３
のしきい値よりも大きい場合に、前記キー領域の入力状態を前記ＯＮ状態と判定する、
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第２のしきい値は、前記第３のしきい値よりも小さい、
　請求項４に記載の情報処理装置。
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【請求項６】
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量の大きさにかかわらず、前記容量変化量の微分
値が第４のしきい値以上である場合又は前記第４のしきい値よりも大きい場合に、前記キ
ー領域の入力状態が前記ＯＮ状態であると判定する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　シート状の操作部材上に設けられる複数のキー領域の各々に対する操作入力を、当該キ
ー領域と、当該キー領域の各々に対応して設けられる容量素子と、の距離の変化に応じた
前記容量素子の容量変化量として検出する容量変化検出部と、
　検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前記キー領域に対
する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるかどうかを判定す
る入力状態判定部と、
　を備え、
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量の大きさにかかわらず、前記容量変化量の微分
値が第１のしきい値以上である場合又は前記第１のしきい値よりも大きい場合に、前記キ
ー領域の入力状態が前記ＯＮ状態であると判定する、
　情報処理装置。
【請求項８】
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量の微分値が前記第１のしきい値以上である場合
若しくは前記第１のしきい値よりも大きい場合、又は、前記容量変化量が第２のしきい値
以上である場合若しくは前記第２のしきい値よりも大きい場合に、前記キー領域の入力状
態が前記ＯＮ状態であると判定し、
　前記第１のしきい値及び前記第２のしきい値は、ユーザによって前記キー領域に対して
行われる互いに異なる種類の操作入力を判別可能に設定される、
　請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記第１のしきい値は、ユーザが前記キー領域を打鍵する際の前記キー領域と前記容量
素子との前記距離の変化速度に応じて設定され、
　前記第２のしきい値は、ユーザが前記キー領域を長押しする際の前記キー領域と前記容
量素子との前記距離の変化量に応じて設定される、
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　１つの前記キー領域に対して複数の前記容量素子が設けられている場合に、
　前記入力状態判定部は、前記容量素子の各々の前記容量変化量の微分値と前記第１のし
きい値とをそれぞれ比較し、前記容量変化量の微分値のいずれか１つが前記第１のしきい
値以上である場合又は前記第１のしきい値よりも大きい場合に、前記キー領域の入力状態
が前記ＯＮ状態であると判定する、
　請求項７～９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　シート状の操作部材上に設けられる複数のキー領域の各々に対する操作入力を、当該キ
ー領域と、当該キー領域の各々に対応して設けられる容量素子と、の距離の変化に応じた
前記容量素子の容量変化量として検出する容量変化検出部と、
　検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前記キー領域に対
する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるかどうかを判定す
る入力状態判定部と、
　を備え、
　前記入力状態判定部は、複数の前記容量素子が設けられている前記キー領域の入力状態
を、前記キー領域に対して設けられる複数の前記容量素子の各々の容量変化量が正規化さ
れた正規化容量変化量を、第１のしきい値とそれぞれ比較することにより、判定する、
　情報処理装置。
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【請求項１２】
　前記入力状態判定部は、複数の前記容量素子が設けられている前記キー領域の入力状態
を、当該複数の前記容量素子の前記正規化容量変化量の合計値又は平均値を、第２のしき
い値と比較することにより、判定する、
　請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　シート状の操作部材上に設けられる複数のキー領域の各々に対する操作入力を、当該キ
ー領域と、当該キー領域の各々に対応して設けられる容量素子と、の距離の変化に応じた
前記容量素子の容量変化量として検出する容量変化検出部と、
　検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前記キー領域に対
する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるかどうかを判定す
る入力状態判定部と、
　を備え、
　前記入力状態判定部は、前記キー領域に対する操作入力に応じて、前記入力状態を判定
する条件を変更する、
　情報処理装置。
【請求項１４】
　前記入力状態判定部は、前記操作部材上に設けられる全てのキー領域に対する操作入力
が所定の時間行われなかった場合に、前記入力状態を判定する条件を、前記ＯＮ状態であ
るとより判定され難い条件に変更する、
　請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記入力状態判定部は、前記入力状態を判定する条件を、前記ＯＮ状態であるとより判
定され難い条件に変更した後に、いずれかのキー領域の入力状態がＯＮ状態であると判断
した場合に、前記入力状態を判定する条件を、前記ＯＮ状態であるとより判定されやすい
条件に再度変更する、
　請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記入力状態判定部は、前記操作部材上の所定の数以上の前記キー領域において前記キ
ー領域の入力状態が前記ＯＮ状態でない操作入力が行われている場合に、前記入力状態を
判定する条件を、前記ＯＮ状態であるとより判定され難い条件に変更する、
　請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記入力状態判定部は、前記容量変化量が第１のしきい値以上である場合又は前記第１
のしきい値よりも大きい場合に、前記キー領域の入力状態が前記ＯＮ状態であると判定し
、
　前記入力状態判定部は、前記操作部材上に設けられる全てのキー領域に対する操作入力
が所定の時間行われなかった場合又は前記操作部材上の所定の数以上の前記キー領域にお
いて前記キー領域の入力状態が前記ＯＮ状態でない操作入力が行われている場合に、前記
第１のしきい値をより大きい値に変更する、
　請求項１４～１６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　複数のキー領域を有し、当該キー領域への操作入力に応じて変形可能なシート状の操作
部材と、
　前記キー領域の各々に対応する位置に少なくとも１つの容量素子を有し、前記操作入力
に応じた前記キー領域と前記容量素子との距離の変化量を、前記容量素子の容量変化量と
して検出可能な電極基板と、
　検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前記キー領域に対
する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるかどうかを判定す
る制御部と、
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　を備え、
　前記制御部は、前記容量変化量の微分値に基づいて前記ＯＮ状態の終了を判定する、
　入力装置。
【請求項１９】
　プロセッサが、シート状の操作部材上に設けられる複数のキー領域の各々に対する操作
入力を、当該キー領域と、当該キー領域の各々に対応して設けられる容量素子と、の距離
の変化に応じた前記容量素子の容量変化量として検出することと、
　プロセッサが、検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前
記キー領域に対する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるか
どうかを判定することと、
　を含み、
　前記容量変化量の微分値に基づいて前記ＯＮ状態の終了が判定される、
　情報処理方法。
【請求項２０】
　コンピュータのプロセッサに、
　シート状の操作部材上に設けられる複数のキー領域の各々に対する操作入力を、当該キ
ー領域と、当該キー領域の各々に対応して設けられる容量素子と、の距離の変化に応じた
前記容量素子の容量変化量として検出する機能と、
　検出された前記容量変化量に基づいて、前記キー領域の入力状態が、前記キー領域に対
する操作入力が有効であると判断されている状態であるＯＮ状態であるかどうかを判定す
る機能と、
　を実現させ、
　前記容量変化量の微分値に基づいて前記ＯＮ状態の終了が判定される、
　プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
【図１】本開示の一実施形態に係る入力装置の概略構成を示す上面図である。
【図２】図１に示す入力装置の概略断面図である。
【図３】本実施形態に係る入力装置におけるキー入力時の動作について説明するための説
明図である。
【図４】本実施形態に係る入力装置における容量素子について説明するための説明図であ
る。
【図５】入力装置におけるキー配置と容量素子との位置関係を示す概略図である。
【図６】本実施形態に係る入力検出システムのハードウェア構成の一例を示すブロック図
である。
【図７】本実施形態に係る入力検出システムの機能構成の一例を示す機能ブロック図であ
る。
【図８】本実施形態に係る入力検出方法の処理手順の一例を示すフロー図である。
【図９】入力装置のあるノードにおいて検出されたデルタ値の一例を示すグラフ図である
。
【図１０】デルタ値判定処理における処理手順を示すフロー図である。
【図１１】入力装置のあるノードにおいて検出された微分デルタ値の一例を示すグラフ図
である。
【図１２】微分デルタ値判定処理における処理手順を示すフロー図である。
【図１３】入力装置において、キー領域を押圧した状態から解放した場合における、デル
タ値の時間変化を示すグラフ図である。
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【図１４】入力装置のあるノードにおいて検出されたデルタ値及び微分デルタ値の一例を
示すグラフ図である。
【図１５】第１の実施形態に係るＫＥＹ　ＯＦＦ検出処理における処理手順を示すフロー
図である。
【図１６】入力状態判定処理において二重しきい値を設定することによるチャタリングの
抑制効果について説明するための説明図である。
【図１７】入力状態判定処理において二重しきい値を設定することによるチャタリングの
抑制効果について説明するための説明図である。
【図１８】入力装置におけるあるキーに対する押圧力と、当該キーに含まれるノードにお
けるデルタ値との関係を示すグラフ図である。
【図１９】爪打ち操作時における、入力装置のあるノードにおいて検出されたデルタ値及
び微分デルタ値の一例を示すグラフ図である。
【図２０】探り操作時における、入力装置のあるノードにおいて検出されたデルタ値及び
微分デルタ値の一例を示すグラフ図である。
【図２１】第２の実施形態に係るＫＥＹ　ＯＮ検出処理における処理手順を示すフロー図
である。
【図２２】第１の実施形態に係るＫＥＹ　ＯＦＦ検出処理と、第２の実施形態に係るＫＥ
Ｙ　ＯＮ検出処理と、が組み合わされた入力状態判定処理の処理手順の一例を示すフロー
図である。
【図２３】正規化デルタ値判定処理（ＮＯＭ－ＯＲ判定処理）の処理手順の一例を示すフ
ロー図である。
【図２４】入力状態判定処理にＮＯＭ－ＯＲ判定処理を適用した場合における、入力装置
のキー内感度分布特性を示すグラフ図である。
【図２５】第３の実施形態に係る正規化デルタ値判定処理（ＮＯＭ－ＳＵＭ判定処理）の
処理手順の一例を示すフロー図である。
【図２６】入力状態判定処理にＮＯＭ－ＳＵＭ判定処理を適用した場合における、入力装
置のキー内感度分布特性を示すグラフ図である。
【図２７】ユーザが入力装置から完全に手を離した状態から、入力装置に手を載せる様子
を示す概略図である。
【図２８】第４の実施形態における、「より押圧力の大きい探り操作」に対応した誤検出
防止処理の処理手順の一例を示すフロー図である。
【図２９】ユーザがホームポジションに手を載せている状態から、他のキーに指をスライ
ドさせる様子を示す概略図である。
【図３０】第４の実施形態における、「より速度の速い探り操作」に対応した誤検出防止
処理の処理手順の一例を示すフロー図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．入力装置の構成
　２．入力検出システムの構成
　　２－１．ハードウェア構成
　　２－２．機能構成
　３．情報処理方法（入力検出方法）
　４．第１の実施形態（ＫＥＹ　ＯＦＦ検出処理）
　　４－１．第１の実施形態に至る背景
　　４－２．ＫＥＹ　ＯＦＦ検出処理の詳細
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　　４－３．チャタリングの抑制
　５．第２の実施形態（ＫＥＹ　ＯＮ検出処理）
　　５－１．第２の実施形態に至る背景
　　５－２．ＫＥＹ　ＯＮ検出処理の詳細
　　５－３．ＫＥＹ　ＯＮ検出処理とＫＥＹ　ＯＦＦ検出処理との組み合わせ
　６．第３の実施形態（正規化デルタ値判定処理）
　　６－１．第３の実施形態に至る背景
　　６－２．正規化デルタ値判定処理（ＮＯＭ－ＳＵＭ判定処理）の詳細
　７．第４の実施形態（誤検出防止処理）
　　７－１．Ｆｉｒｓｔ　Ｐｕｓｈ　Ｐｒｏｔｅｃｔ
　　７－２．Ｐｒｅ　Ｓｅｎｓｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔ
　８．補足
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　ここで、本実施形態は、入力キーが検出される処理において行われる、入力状態を判定
する処理（入力状態判定処理）に、その特徴的な構成を有する。（４．第１の実施形態（
ＫＥＹ　ＯＦＦ検出処理））から（７．第４の実施形態（誤検出防止処理））では、本実
施形態に係る入力検出システムにおける入力状態判定処理におけるいくつかの実施形態に
ついて説明する。本開示では、これらの実施形態に係る入力状態判定処理が、個別に又は
互いに組み合わされて実行されることにより、キー入力の検出精度を向上させ、ユーザの
操作性をより向上させることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　図４に示すように、Ｘ軸方向に延伸する電極線２２０と、Ｙ軸方向に延伸する電極線２
１０と、が重なり合う部位に、容量素子Ｃ１が形成される。本実施形態では、キー領域１
０ａ内に、少なくとも１つの容量素子Ｃ１が形成されるように、電極線２１０及び電極線
２２０が形成される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７７】
　次に、キーに含まれる各ノードの正規化デルタ値の総和と、正規化デルタしきい値とが
比較される（ステップＳ８０５）。なお、ステップＳ８０５で用いられる正規化デルタし
きい値は、図２３に示す正規化デルタしきい値とは異なるものであり、各ノードの正規化
デルタ値の総和と比較された際に、ＫＥＹ　ＯＮ状態又はＫＥＹ　ＯＦＦ状態が好適に判
定され得る値が適宜選択されている。ノード１～ノード４の正規化デルタ値の総和が正規
化デルタしきい値よりも大きい場合に、当該キーの入力状態がＫＥＹ　ＯＮ状態であると
判断され、当該キーの入力状態としてＫＥＹ　ＯＮ状態が設定される（ステップＳ８０７
）。一方、ノード１～ノード４の正規化デルタ値の総和が正規化デルタしきい値を超えな
い場合には、当該キーの入力状態はＫＥＹ　ＯＦＦ状態であると判断され、当該キーの入
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力状態としてＫＥＹ　ＯＦＦ状態が設定される（ステップＳ８０９）。なお、図２５に示
す例では、ステップＳ８０５に示す処理において、キーに含まれる各ノードの正規化デル
タ値の総和と、正規化デルタしきい値との比較が行われているが、キーに含まれる各ノー
ドの正規化デルタ値の平均値と、正規化デルタしきい値との比較が行われてもよい。平均
値は、総和をノードの数で除することにより算出される値であるため、平均値を用いる場
合であっても、正規化デルタしきい値の値を適宜変更することにより、同様の結果を得る
ことができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８７】
　第４の実施形態では、ユーザの手が入力装置１から離れている状態から行われる最初の
打鍵時のみ、入力状態判定条件が、キー入力が検出され難い条件に変更される。これによ
り、最初の打鍵を行う前に入力装置１上に手を載せる行為ではキー入力が検出されず、ユ
ーザが意図的に打鍵した最初のキー入力のみが検出され得ることとなる。例えば、ユーザ
の手が入力装置１から離れている状態は、キー入力がない状態で所定の時間（例えば２秒
等）が経過することにより判定され得る。また、キー入力が検出され難い入力状態判定条
件とは、例えば、デルタ値判定処理におけるＫＥＹ　ＯＮ状態を検出するためのしきい値
（デルタしきい値（ＯＮ））が通常の連続的な打鍵時よりも大きい条件であったり、微分
デルタ値判定処理が行われない条件であってよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９９】
　そこで、第４の実施形態では、打鍵はしていないがキーに触れている指が所定の数以上
存在する場合のみ、入力状態判定条件が、キー入力が検出され難い条件に変更される。こ
れにより、例えばホームポジションから手を素早くスライドさせる動作ではキー入力が検
出されず、ユーザが意図的に打鍵したキー入力のみが検出され得ることとなる。ここで、
打鍵はしていないがキーに触れている指が所定の数以上存在する状態は、例えば、所定の
範囲（ゼロよりも大きくデルタしきい値（ＯＮ）以下）に含まれるデルタ値が、所定の数
以上のノードにおいて検出されているかどうかにより判定され得る。また、キー入力が検
出され難い入力状態判定条件とは、例えば、デルタ値判定処理におけるＫＥＹ　ＯＮ状態
を検出するためのしきい値（デルタしきい値（ＯＮ））が通常の連続的な打鍵時よりも大
きい条件であったり、微分デルタ値判定処理が行われない条件であってよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０９】
　（８．補足）
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
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